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補助事業の種類

地域ブランド化
推進企業

立地促進事業

新規地元雇用者数50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上
（新設に限る。）

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

　企業が医薬品，医療機器，介護用品，
　機能性健康食品等医療・介護・
　健康関連産業に係る工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

補助対象経費

　企業がＬＥＤ関連産業や電子部品・デバイス・
　電子回路，電気機械器具等に係る工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

投下固定資産額の10％

新規地元雇用者数が50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上
（新設に限る。）

投下固定資産額の20％

投下固定資産額の５％

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

新規地元雇用者数が50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上

投下固定資産額の15％

投下固定資産額の５％

ＬＥＤ関連産業
立地促進事業

投下固定資産額の５％

環境・エネルギー
関連産業

立地促進事業

　企業がリチウムイオン電池，太陽電池等
　環境配慮型産業に係る工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

医療・介護・健康
関連産業

立地促進事業

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

新規地元雇用者数20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の10％

投下固定資産額の20％

投下固定資産額の10％

　企業が機械金属，木材・木工，食品関連等，
　徳島県の特性を活かした業種の産業集積に
　資する工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

補助率

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

投下固定資産額の10％

投下固定資産額の５％

企業立地補助制度 （製造業向け）
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10億円

　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　リチウムイオン電池関連業種，太陽電池関連業種，次世代輸送用機器関連業種，
　　環境対応新素材関連業種等の環境配慮型産業関連業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

10億円

　　新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　 「ＬＥＤバレイ構想」に参画する企業等によるＬＥＤ関連業種や，
　　電子部品・デバイス・電子回路，電気機械器具等の生産を行う業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

10億円

15億円

５億円

　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　機械金属関連業種，木材・木工関連業種，食品関連業種等，徳島県の特性を活かした業種の
　　産業集積に資すると認められる企業等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

５億円

15億円

◆本補助制度は電源立地地域対策交付金により基金造成を行い，財源としています。

限度額

５億円

　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「健康・医療クラスター構想」に参画する企業等による健康医療関連業種又は医薬品，医療機器，
　　介護用品，機能性健康食品等を生産する医療・介護・健康関連業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

５億円

10億円

補助要件
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研　究　所　等
立地促進事業

　企業が過疎地域において，地域資源を活用
  し，地域振興に資すると認められる工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

新規地元雇用者が30人以上

　企業等が研究所及び開発・研究部門等を
　新設又は増設する事業に要する経費

地方創生モデル
立地促進事業

新規地元雇用者が３人以上で，
投下固定資産額の総額2,000万円以上

投下固定資産額の５％

新規地元雇用者が５人以上で，
投下固定資産額の総額5,000万円以上

新規地元雇用者が10人以上で，
投下固定資産額の総額２億円以上

新規地元雇用者が５人以上で，
投下固定資産額の総額5,000万円以上

投下固定資産額の10％

新規地元雇用者が３人以上

補助事業の種類 補助対象経費 補助率

投下固定資産額の20％

投下固定資産額の５％

投下固定資産額の10％

　企業が徳島県の農業の生産性向上や
　効率化に資する工場を
　新設又は増設する事業に要する経費

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額10億円以上

　企業が植物工場を新設又は増設する事業に
　要する経費

投下固定資産額の20％
ベンチャー企業等
事業化促進事業

　企業がベンチャー工場（事業所）を
　新設又は増設する事業に要する経費

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上
（５億円未満）

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額５億円以上

投下固定資産額の10％

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

投下固定資産額の５％

新分野進出
支援事業

農工連携推進
企業立地促進

事業

新規地元雇用者が10人以上
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1,400万円
（増設の場合は２分の１）

800万円
（増設の場合は２分の１）

500万円

１億円

1,000万円

補助要件限度額

10億円

  新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　植物工場（高度な環境制御を行うことにより，野菜等の周年・計画生産を行う栽培施設。
　　ただし，製造業を営む者が事業主体であるものに限る。）であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

   新設又は増設しようとするＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，
地域ブランド化推進企業，農工連携推進企業又は新分野進出支援企業の関連産業分野の研究所
及び研究・開発部門等であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１  新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

    また，研究者及び技術者については，県内に本社をおく企業にあっても，住民票の移動
  　（県外→県内）が伴う場合は，新たに地元雇用される者と見なすことができる。

２　投下する固定資産に関して，県外から移転・集約する場合は，移転する研究用機器等の
　　固定資産評価額並びに移転費等も投下する固定資産額に含めることができる。

２億円

５億円

　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　高度な技術の開発又は利用により，徳島県の農業の生産性向上や効率化に資すると認められる
　　企業等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

　新設又は増設しようとする工場等（借上げも含む）であって，次の要件を具備することが見込まれる
こと。

１　徳島大学等県内高等教育機関等と共同研究している企業，起業家支援施設の入居企業又は
　　中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」について県の承認を受けた企業で同事業の
　　実施にあたって金融機関から融資を受けている企業の工場等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。
　　また，研究者及び技術者については，県内に本社をおく企業にあっても，住民票の移動
　　（県外→県内）が伴う場合は，新たに地元雇用される者とみなすことができる。

３　新設の場合は，用地取得（借上げを含む。）の日から３年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

  過疎地域において新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれる
こと。

１　地域振興に寄与する工場であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　用地取得（借上げを含む。）の日から３年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

５億円

2,000万円
（増設の場合は２分の１）
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地域未来投資
促進事業

「地域未来投資促進法」に基づき策定した
「地域経済牽引事業計画」が承認され，かつ
先進性が確認された事業に要する経費

新規地元雇用が３人以上
投下固定資産額の総額5,000万円以上

雇用を維持し，
投下固定資産額の総額2,000万円以上

投下固定資産額の15％

本社機能拡充
支援事業

  企業が，本社機能を拡充する事業に
  要する経費
　
　本社機能とは，企業活動を統括し，
　経営方針や事務管理の中枢としての
　意志決定機能（「調査・企画部門」，
　「情報処理部門」，「研究開発部門」，
　「国際事業部門」，「エシカル消費推進部門」，
　「その他管理業務部門」のいずれかを有する
　事務所または研究所，もしくは研修所で
  あって重要な役割を担う事務所）のことを
  いう。

新規地元雇用者が３人以上
投下固定資産額の総額1,000万円以上

本社機能移転
促進事業

　県外企業が，県内に本社機能を移転する
  事業に要する経費
　
　本社機能とは，企業活動を統括し，
　経営方針や事務管理の中枢としての
　意志決定機能（「調査・企画部門」，
　「情報処理部門」，「研究開発部門」，
　「国際事業部門」，「エシカル消費推進部門」，
　「その他管理業務部門」のいずれかを有する
　事務所または研究所，もしくは研修所で
  あって重要な役割を担う事務所）のことを
  いう。

新規地元雇用者数が50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上

新規地元雇用者が３人以上
投下固定資産額の総額1,000万円以上

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の10％

補助対象経費の５％

補助対象経費の25％

補助対象経費の25％

投下固定資産額の15％

新規地元雇用者が５人以上
投下固定資産額の総額１億円以上

新規地元雇用者が10人以上
投下固定資産額の総額10億円以上

補助率

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

投下固定資産額の５％

中小企業ＤＸ
（デジタルトランス
フォーメーション）

促進事業

　中小企業が行う県内既存工場等のＤＸ導入
　に伴う設備投資に要する経費

　県外企業が，県内に工場（研究所）を新設
　又は増設するとともに，徳島県の地域資源
　を組み合わせた誘客施設を併設（新設）する
　事業に要する経費

新規地元雇用者が３人以上
投下固定資産額の総額2,000万円以上

新規地元雇用者が５人以上
投下固定資産額の総額5,000万円以上

投下固定資産額の10％

生産拠点強化
促進事業

　企業が感染症対策に不可欠となる医療品や
　衛生材料など，健康的な生活を営むうえで
　重要な製品の生産拠点化を図る既存工場の
　生産供給体制を強化する事業に要する経費

新規地元雇用者が10人以上
投下固定資産額の総額２億円以上

投下固定資産額の25％

投下固定資産額の15％

補助事業の種類 補助対象経費

地域資源活用・
誘客立地促進

事業

期間限定
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2,500万円

 　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「地域未来投資促進法」に基づき策定した「地域経済牽引事業計画」が承認され，
　　かつ，国による先進性の確認が行われた事業を行う企業等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
    転勤者を含めることができる。

　 既存工場の生産供給体制を強化しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれる
　 こと。

１　感染症対策に不可欠となる医療品や衛生材料など，健康的な生活を営むうえで重要な製品の生産
　　拠点化を図る工場であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

10億円

2,500万円

2,500万円

１億円

限度額 補助要件

 　 本社機能を拡充しようとする事業所等であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，地域ブランド化推進企業,
　　農工連携推進企業又は新分野選出支援企業の関連産業分野の事業所等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。また，研究所における研究者及び技術者については，
　　県内に本社を置く企業にあっても，住民票の移動（県外→県内）が伴う場合は，
　　新たに地元雇用された者と見なすことができる。

３　研究所にあっては，県外から移転・集約する場合は，移設する研究所用機器等の固定資産評価額
　　並びに移設費等も投下する固定資産額に含めることができる。

　県外企業（本社所在地が県外）が県内に新設又は増設しようとする工場もしくは研究所であって，
　次の要件を具備することが見込まれること。

１　徳島県の地域資源を組み合わせた誘客施設を併設すること。

２　新規地元雇用において，住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。

３　併設する誘客施設を含めた工場又は研究所の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上
　　であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　投下する固定資産に関して，県外から移転・集約する場合は，移転する研究用機器等の
　　固定資産評価額並びに移転費等も投下する固定資産額に含めることができる。

　 県外企業（本社所在地が県外）が県内に本社機能を移転しようとする事業所等であって，
　 次の要件を具備することが見込まれること。

１  ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，
　　地域ブランド化推進企業,農工連携推進企業又は新分野進出支援企業の関連産業分野の事業所等
    であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　研究所にあっては，県外から移転・集約する場合は，移設する研究所用機器等の固定資産評価額
    並びに移設費等も投下する固定資産額に含めることができる。

１億円

10億円

５億円

　中小企業が行う県内既存工場等のＤＸ導入に伴う設備投資であって，
　ＤＸ導入に係る事業計画において，基準年度と事業完了年度の付加価値額を比較し，
　操業開始年度から事業計画完了年度までの間，年３％以上増加させるものであること。
　（ただし事業計画期間は３～５年とする。）

　※ 令和８年３月３１日までの間に奨励指定された者に限る

500万円

2,000万円

１億円
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ＤＸ
（デジタルトランス
フォーメーション)

促進事業

　主となる事業に併せて企業が実施する
　ＤＸ導入に要する経費
　（対象設備にソフトウェアを含む）

投下した固定資産に主となる事業の補助率を乗じて得た額以内

事前復興型：企業
防災減災支援

事業

　主となる事業の実施に併せて，
　常態化・激甚化する「大規模自然災害」に
　備えるために，企業BCPに基づき実施される
　津波・浸水への防災減災対策施設の整備に
　要する経費

津波・浸水への防災減災対策施設の整備に要する経費に
限り，主となる事業の補助率に100分の10を上乗せした率を
乗じて得た額以内

当該施設の設置に要する
経費の50％

新規地元雇用者が10人以上で，
（増設の場合においては５人以上）
投下固定資産額の総額１億円以上

補助事業の種類 補助対象経費 補助率

ＧＸ投資促進事業
（脱炭素化製品

生産促進）

「産業競争力強化法」に基づき，策定した
「エネルギー利用環境負荷低減事業
適応計画」が認定された事業に要する経費

新規地元雇用が３人以上 補助対象経費の５％

　補助対象施設（公害防除施設，環境施設，
　地域開放型施設，インビテーション施設等）を
　設置する事業に要する経費

　ただし，増設の場合は，既存の各々の
　施設以上の機能や面積等を備えた
　施設を設置する事業に要した経費

補助対象経費の５％
ＧＸ投資促進事業

（生産工程
脱炭素化等促進）

「産業競争力強化法」に基づき，策定した
「エネルギー利用環境負荷低減事業
適応計画」が認定された事業に要する経費

雇用を維持し，基準月と比較し
給与等支給総額の伸びが３％以上

雇用奨励事業

　企業が雇用奨励工場（事業所）に係る
　固定資産の取得，従業員の募集及び
　福利厚生施設などの雇用条件の充実に
　要する経費

新規地元雇用者１人につき40万円
ただし，ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業に係る
新設にあっては，新規地元雇用者１人につき70万円
また，60歳以上で当該企業の定年齢を上回る
新規地元雇用者の場合は，1人につき20万円

ニューファクトリー
等導入促進事業

期間限定

期間限定

期間限定
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１　ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，地域ブランド化推進企業，
　　農工連携推進企業，新分野進出支援企業，研究所，地方創生モデル事業，
　　ベンチャー工場（事業所），地域資源活用・誘客立地促進企業，生産拠点強化促進工場，
　　地域未来投資促進事業，本社機能移転事務所又は本社機能拡充事業所の奨励指定を
　　受けようとする工場等（主となる事業）の新増設と併せて行う，
　　企業ＢＣＰに基づく津波・浸水対策であること。

２　津波対策については，津波災害警戒区域内での施設であること。

３　浸水対策については，洪水浸水想定区域内での施設であること。

主となる事業の限度額

１　ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，地域ブランド化推進企業，
　　農工連携推進企業，新分野進出支援企業，研究所，地方創生モデル工場，
　　ベンチャー工場（事業所），地域資源活用・誘客立地促進企業，生産拠点強化促進工場，
　　地域未来投資促進企業，本社機能移転事務所又は本社機能拡充事業所の奨励指定を
　　受けようとする工場等（主となる事業）の新増設と併せて行うＤＸ導入であること。

２　基準年度と事業計画完了年度の付加価値額を比較し，
　　操業開始年度から事業計画完了年度までの間，
　　年３％以上増加させる事業計画（３～５年）であること。

　※ 令和８年３月３１日までの間に奨励指定された者に限る

　各事業毎に5,000万円
　ただし，同時に複数の事業を
　実施する場合にあっては，
　１工場当たりの交付限度額は
　１億円とする

　新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　地域環境との調和，地域社会への貢献等に特に配慮した工場及び事業所建設及び増設を行うこと。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に
　　規定する農工団地に立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，
　　各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　新設の場合は，用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

  主となる事業の限度額に，
  その限度額の100分の20を
  乗じたものを加えた額まで
  とする。
　
  ただし，この限度額は主と
  なる事業の補助金と，
　本事業による防災減災対策
　施設に要する補助金の
　合計額とする。

限度額

2,500万円

 　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「産業競争力強化法」に基づき，策定した「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」が
　　認定された事業を行う企業等であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。また，研究所における研究者及び技術者については，
　　県内に本社を置く企業にあっても，住民票の移動(県外→県内）が伴う場合は，
　　新たに地元雇用された者と見なすことができる。

　※ 令和６年３月３１日までの間に奨励指定された者に限る

2,500万円

 　 新設又は増設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「産業競争力強化法」に基づき，策定した「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」が
　　認定された事業を行う企業等であること。

２　事業計画において，基準月と実績対象月の雇用者給与等支給額を比較し，３％以上増加させる
　　ものであること。

３　雇用を維持すること。

　※ 令和６年３月３１日までの間に奨励指定された者に限る

補助要件

１　ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，地域ブランド化推進企業，
　　農工連携推進企業，新分野進出支援企業，研究所，地方創生モデル工場，
　　ベンチャー工場（事業所），地域資源活用・誘客立地促進企業若しくは生産拠点強化促進工場の
　　奨励指定を受けようとする工場及び事業所であって，新たに地元雇用される者が10人以上であること
　　又は本社機能移転事業所，本社機能拡充事業所若しくは地域未来投資促進企業の奨励指定を
　　受けようとする事業所等であって，新たに地元雇用される者が３人以上であること。
 
２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，新たに地元雇用される者の中に，
    住民票の移動（県外→県内）を伴う転勤者を含めることができる。研究所 ，ベンチャー工場（事業所）
　　又は本社機能拡充事務所（ただし研究所に限る。）における研究者及び技術者については，県内に
　　本社を置く企業にあっても，住民票（県外→県内）が伴う場合は，新たに地元雇用される者と見なす
　　ことができる。

6,000万円
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◇　成長分野企業

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の15％

地域ブランド化
推進企業

立地促進事業

　企業が自動車，航空機，船舶，鐵道車輌等，
　地元企業への発注が多く，経済波及効果の
　大きい工場を新設する事業に要する経費

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額１億円以上

投下固定資産額の10％

補助事業の種類 補助対象経費 補助率

雇用奨励事業

　企業が雇用奨励工場（事業所）に係る
　固定資産の取得，従業員の募集及び
　福利厚生施設などの雇用条件の充実に
　要する経費

投下固定資産額の10％

◇　経済波及効果の大きい業種

医療・介護・健康
関連産業

立地促進事業

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

　新規地元雇用者１人につき40万円
　ただし，ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業に係る
　新設にあっては，新規地元雇用者１人につき70万円
　また，60歳以上で当該企業の定年齢を上回る
　新規地元雇用者の場合は，１人につき20万円

投下固定資産額の15％

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額３億円以上

　企業が医薬品，医療機器，介護用品，
　機能性健康食品等医療・介護・
　健康関連産業に係る工場を
　新設する事業に要する経費

新規地元雇用者数が50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上

投下固定資産額の20％

新規地元雇用者数が20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の15％

新規地元雇用者数が50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上

投下固定資産額の25％

環境・エネルギー
関連産業

立地促進事業

　企業がリチウムイオン電池，太陽電池等
　環境配慮型産業に係る工場を
　新設する事業に要する経費

投下固定資産額の10％
新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額３億円以上

補助事業の種類

新規地元雇用者数50人以上で，
投下固定資産額の総額30億円以上

ＬＥＤ関連産業
立地促進事業

補助対象経費

　企業がＬＥＤ関連産業や電子部品・デバイス・
　電子回路，電気機械器具等に係る工場を
　新設する事業に要する経費

補助率

新規地元雇用者数が10人以上で，
投下固定資産額の総額３億円以上

投下固定資産額の25％

投下固定資産額の10％

新規地元雇用者数20人以上で，
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の15％

企業立地補助制度 （製造業向け） 県外企業の新規立地
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５億円

　新設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　自動車，航空機，船舶，鐵道車輌等の製造工場であること。（部分品製造工場，修理工場は除く。）

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上であること。
　　ただし，工場立地法に規定する工場適地又は農村地域工業導入促進法に規定する農工団地に
　　立地する場合にあっては，敷地面積及び建築面積について，各々5,000㎡及び1,500㎡とする。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

10億円

　新設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「健康・医療クラスター構想」に参画する企業等による健康医療関連業種又は医薬品，医療機器，
　　介護用品，機能性健康食品等を生産する医療・介護・健康関連業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が1,000㎡以上であること。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

限度額

１　ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業の
　　奨励指定を受けようとする工場であって，新たに地元雇用される者が10人以上であること。

２　新規地元雇用において，新たに地元雇用される者の中に，住民票の移動（県外→県内）を伴う
　　転勤者を含めることができる。

10億円

6,000万円

補助要件

５億円

　新設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　リチウムイオン電池関連業種，太陽電池関連業種，次世代輸送用機器関連業種，
　　環境対応新素材関連業種等の環境配慮型産業関連業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が1,000㎡以上であること。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

　新設しようとする工場であって，次の要件を具備することが見込まれること。

１　「ＬＥＤバレイ構想」に参画する企業等によるＬＥＤ関連業種や，電子部品・デバイス・電子回路，
　　電気機械器具等の生産を行う業種であること。

２　新規地元雇用において，県外に本社を置く企業にあっては，住民票の移動(県外→県内)を伴う
　　転勤者を含めることができる。

３　工場の敷地面積が1,000㎡以上であること。

４　用地取得（借上げを含む。）の日から10年以内に操業が開始されること。
　　ただし，増設の場合は用地取得の有無を問わない。

10億円

補助要件

10億円

15億円

限度額

５億円

15億円

５億円
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１ 製造業を営むための工場にあっては，ＬＥＤ関連産業，環境・エネルギー関連産業，医療・介護・健康関連産業，
地域ブランド化推進企業，農工連携推進企業，新分野進出支援企業，地方創生モデル工場，ベンチャー工場，
地域資源活用・誘客立地促進企業，生産拠点強化促進工場，中小企業ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）工場，
地域未来投資促進企業，ＧＸ投資促進企業の指定区分のいずれか一つを指定するものとする。

２ 研究を行う事業所にあっては，研究所，ベンチャー事業所，地域資源活用・誘客立地促進企業，
中小企業ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション），本社機能移転事務所，本社機能拡充事務所の指定区分の
いずれか一つを指定するものとする。

３ 上記１，２の場合以外は，複数の指定区分を同時に指定できるものとする（中小企業ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）工場は除く）。

企業立地補助制度の手続き

・奨励指定申請

・補助金申請

・奨励指定決定
→通知

・補助金交付決定
→通知

事 業変 更
申請→承認

操 業 開 始
届 提 出

実 績 報 告
提 出

・工場等整備工事の
着手30日前

（当初契約の30日前）

・市町村経由

・操業開始日から
10日以内

・操業開始後
１年以内

雇用要件、設備投資要件を満たすことが必要

留意事項
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４ 上記１，２に掲げた補助事業とニューファクトリー等導入促進事業，ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

促進事業，雇用奨励事業を併せて受ける場合にあっても，補助金の合計額は上記１，２に掲げた補助事業の

限度額とする。

５ 雇用奨励事業については，補助金の実績報告時における県内の既設の工場等の常用労働者数が，奨励指定時点における
県内の既設の工場等の常用労働者数よりも減少している場合は，当該減少分を新たに雇用される者から控除した数を
新規地元雇用者数とする。

６ 補助事業の実施に際し，金融機関の融資を受け，担保設定する場合は，別途手続が必要である。

７ 補助事業の申請前に，工事に係る契約を行うなど事業着手している場合は，補助対象外とする。

補 助 金
額 確 定
→ 通 知

補 助 金
請 求

補 助 金
支 払

留意事項
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企業→金融機関

協　　　議 融資決定→通知

２年

　 企業が徳島県内に工場を設置する場合において，次に掲げる要件に該当するときには，当該企業は金融機関を通じて
融資を受けることができます。（ただし，金融機関の審査があります。）

10年
年

1.95％
以内

利率 償還期限 据置期間
融資の要件

融資額
名称 制度の内容

工場等の新増設に
要する設備資金

（建物建設費，機
械設備費等）に対
して融資を受ける
ことができます。

企業立地
資金貸付
金

融資条件

○   「ＬＥＤ関連産業」
　    「環境・エネルギー関連産業」
      「医療・介護・健康関連産業」
      「地域ブランド化推進企業」
      「農工連携推進企業」
      「新分野進出支援企業」
      「研究所」
      「地方創生モデル工場」
      「ベンチャー工場（事業所）」
　　　「地域資源活用･誘客立地促進企業」
  　　「生産拠点強化促進工場」
　　　「中小企業ＤＸ（デジタルトランス
　　　　フォーメーション）工場」
      「本社機能移転事業所」
      「本社機能拡充事業所」
　　　「地域未来投資促進企業」
　　　「ＧＸ投資促進企業」
      「ニューファクトリー工場」
　　　「ＤＸ（デジタルトランスフォーメー
　　　　ション）工場」
　　　「事前復興型：企業防災減災支援施設」

      の奨励指定を受けた者

融資制度の手続

資金貸付融資申込

１工場につき
３億円以内

ただし、工場等の新
増設に要する設備
資金の4/5以内

工業用水
使用合理
化
設備資金
貸付金

年
1.95％
以内

10年

１工場につき
５億円以内
（ベンチャー工場（事
業所）については２
億円以内）

ただし、工場等の新
増設に要する設備
資金の4/5以内

２年

工場における水使
用の合理化を図る
ための設備の新増
設に要する設備資
金及び工業用水道
設備の耐震化に必
要な設備資金に対
する融資を受ける
ことができます。
　
（ただし、用地取得
費を除く）

金融機関と県 （県→）金融機関→企業

○   製造業を営む事業者であること。

融資制度の概要

- 13 -
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地域未来投資促進法に基づく支援制度

＜地域未来投資促進法とは＞

地域の特性を生かした高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果
を及ぼすような「地域経済を牽引する事業（地域経済牽引事業）」を実施する事業者を支
援します。

＜徳島県の基本計画＞

促進区域 徳島県全域
計画期間 平成２９年９月２９日 ～ 令和６年３月３１日

要件１ 下記のいずれかの事業分野であること
① 機械器具等製造業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
② 化学工業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
③ パルプ・紙・紙加工品製造業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
④ 食料品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
⑤ 全国屈指のブロードバンド環境等のインフラを活用したＩＴ産業関連分野

要件２ 高い付加価値を創出する事業計画であること
付加価値増加分が「３，５６４万円超」

要件３ いずれかの経済的効果が見込まれる事業計画であること
取引額：４％増加 雇用者数：３％増加
売上げ：４％増加 雇用者給与等支給額：３％増加

＜主な支援措置＞

■ 国 税 （法人税または所得税） の課税の特例
国が定める要件を満たし「国の確認」を得た設備投資の法人税または所得税の
軽減（税額控除もしくは特別償却による）。
※ 前年度の減価償却費の２０％を超える設備投資が対象です。

対象設備 特別償却 税額控除
機械装置・器具備品 ４０％ ４％
機械装置・器具備品（*） ５０％ ５％
建物・附属設備・構築物 ２０％ ２％
* 国が定める「上乗せ要件」を満たす場合

■ 県 税 （不動産取得税） の課税免除

□ 対象施設
土地・家屋（例：工場）・構築物の取得価額の合計額が１億円を超えるもの

□ 不動産取得税 土地・家屋など不動産の取得に対して課税される県税
税額（土地）：不動産の価格（課税標準額 ※）× 税率 （３％）
税額（家屋）：不動産の価格（課税標準額） × 税率 （４％）
※ 宅地及び宅地並評価土地等を取得した場合は、「不動産の価格×１／２」が

課税標準額になります。

■ 地 方 税（固定資産税）の課税の特例
特例の有無や要件については、各市町村の税務関連部署にお問合せください。

「課税の特例」による支援措置を活用するためには、基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」

を策定し「県の承認」を得るとともに、事業の先進性等について「国の確認」を得る必要があります。

県の承認は「事業着手前」に受ける必要があります。事業が要件に適合するかなどについて、

事前にヒアリングを実施いたしますので、申請を検討している場合は企業支援課までご連絡ください。
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情報通信関連事業立地促進補助制度の概要

■対象事業、補助要件

事業の内容 補 助 要 件

コールセンター（※1） 新設しようとする事業所であって、新規地元雇用（※2）される者が
データセンター 操業開始の日から１年以内に10人以上であることが見込まれること。
ソリューションセンター ※クラウドサービスにおいては、住民票の異動（県外→県内）を伴う転勤者（常用
事務処理センター 労働者）を含むことができる。
クラウドサービス ※過疎地域においては、住民票の異動（県外→県内）を伴う転勤者を５人まで含む

ことができる。

デジタルコンテンツ 新設しようとする事業所であって、新規地元雇用される者が操業開始
の日から１年以内に５人以上であることが見込まれること。
※過疎地域においては、住民票の異動（県外→県内）を伴う転勤者を３人まで含む
ことができる。

Society5.0関連技術研究 新設しようとする事業所であって、新規地元雇用される者及び住民票
開発事業 の異動（県外→県内）を伴う転勤者が操業開始の日から１年以内に５人

以上（過疎地域にあっては３人以上）であることが見込まれること。

※1 コールセンターは、「インバウンド事業」を対象とする。
※2 「新規地元雇用」とは、採用日の前日に県内に住所を有していた者を、当該奨励指定事業所の常用労働者として新た

に雇用し、当該指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう。

■本社機能移転事業
上記対象事業の奨励指定を受けようとする企業又は既に指定を受けた企業が本社機能を移転しようと

する事業所であって、本社機能移転事業の補助要件（本社機能の業務に従事する者（新規地元雇用者又
は住民票の異動（県外→県内）を伴う転勤者）が本社機能移転の日から１年以内に５人以上（過疎地域
にあっては３人以上）であることが見込まれること。）を満たした場合、雇用に関する補助対象経費が
追加されます。

■支援の内容

補助対象経費 補 助 内 容

新規地元雇用者増に ① 補 助 金
対する助成 ・期間の定めのない従業員 １名につき70万円

（デジタルコンテンツ事業は、50万円）（※3）
※初年度は、新規地元雇用者数 ・週30時間以上勤務の契約、パート社員等 １名につき40万円
を補助 （デジタルコンテンツ事業は、30万円）（※3）
次年度以降は、純増分を補助 ② 助成期間：操業開始から５年間

雇用者増に対する助成 ① 補 助 金
（Society5.0関連技術研究開発事 ・期間の定めのない従業員 １名につき100万円
業及び本社機能移転事業のみ） ・週30時間以上勤務の契約、パート社員等 １名につき40万円

※初年度は、雇用者数を補助 ② 助成期間：操業開始又は本社機能移転から５年間
次年度以降は、純増分を補助 ※雇用者増は、新規地元雇用者又は住民票の異動（県外→県内）を伴う転勤者

事業所賃借料 ① 補 助 率：１／２ （限度額2,000万円／年）
（デジタルコンテンツ事業は、限度額1,000万円／年）

専用通信回線使用料 ② 助成期間：操業開始又は本社機能移転から５年間

事務所機器等のリース料 ① 補 助 率：１／２ （限度額1,000万円）
（デジタルコンテンツ事業は、限度額500万円）

※５年以上の契約機器等が対象 ② 助成期間：初年度のみ

投下固定資産 ① 補 助 率：１／５ （限度額2,000万円）

※土地を除く投下固定資産が対象 ② 助成期間：奨励指定日以降で、操業開始から１年以内

新規地元雇用者の ① 補 助 率：・委託研修：１人10万円を限度に所要額の１／２
研修に要する費用 （デジタルコンテンツ事業は、５万円を限度に所要額の１／２）
※採用後６か月に満たない ・企業内研修：１人５万円を限度に所要額の１／２
新規地元雇用者を、徳島県内で （デジタルコンテンツ事業は、３万円を限度に所要額の１／２）
研修する場合が対象 （限度額1,000万円／年）
（県外からの講師旅費等) ② 助成期間：操業開始又は本社機能移転から５年間

県内高等教育機関との ① 補 助 率：１／２ （限度額100万円／年）
共同研究に要する費用
(Society5.0関連技術研究開発事業のみ) ② 助成期間：操業開始から５年間

※3 デジタルコンテンツ事業において、操業開始から５年以内に新規地元雇用者が 10名を超えた場合は、超えた年度か
ら、他の情報通信関連事業（コールセンター等）と同じ補助金の額及び限度額を適用する。
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過疎地域等におけるＳＯＨＯ事業者等に対する補助制度の概要

■対象事業、補助要件【令和5年4月1日から令和9年3月31日まで補助要件の緩和を実施中（下線部）】

事業の内容 補 助 要 件

事業所開設 １ 指定申請時に県外でクリエイティブ事業・SOHO 事業・DX 事業・GX 事業を営んでい
る事業者であること。

２ 法人事業者の場合は、県内過疎市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して
５年以上行うこと。

３ 個人事業者の場合は、過去３年間の平均年間所得が 600 万円以上であるか、その所得
が見込まれること。

４ 個人事業者においては、県内過疎地域に移住（住民票の移動が伴う）し、継続して５
年以上在住するとともに､従前の事業活動を行うこと。

５ 事業所開設に係る本県の他の補助金を受けていないこと。

本社機能移転 １ 指定申請時に県外でクリエイティブ事業・SOHO 事業・DX 事業・GX 事業を営んでい
本社機能拡充 る法人事業者であること。

２ 県内にクリエイティブ事業・SOHO 事業・DX 事業・GX 事業を営む事業所を有してい
（県外→県内）に ること。ただし、本社機能の移転と同時に、県内にクリエイティブ事業・SOHO事業・DX
限る 事業・GX事業を営む事業所を新設する場合は、この限りではない。

３ 県内過疎市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して５年以上行うこと。
４ 本社機能移転又は拡充に係る本県の他の補助金を受けていないこと。

◇ 上記指定要件において、次のいずれかに該当する場合は、「県内過疎市町村」を「県内市町村」に読み換える。
(1)徳島版「地方創生特区」の指定(補助要綱の目的に合致した事業に限る。)を受けた市町村に開設する事業所
(2)クリエイティブ事業・DX事業・GX事業の事業所

(3)SOHO事業の事業所（ただし、過疎市町村以外の場合、「新規地元雇用者増に対する助成」は適用対象外）

■支援の内容【令和5年4月1日から令和9年3月31日まで補助内容の拡充を実施中（下線部）】

補助対象経費 補 助 内 容 適用期間

各種事務機器及び 補助率：１／２ 操業開始、本社
通信回線使用料 限度額：200万円／年 機能移転又は拡

本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地 充から３年以内
※購入した事務機器は対象外。 元雇用者が５名以上の場合は 1,000万円／年

本社機能移転又
事務所等不動産資産 補助率：１／２ は拡充の指定を

の賃借料 限度額：200万円／年 受けた事業所は、
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地 既に補助を受け
元雇用者が５名以上の場合は 1,000万円／年 た期間を含め最

長５年間
新規地元雇用（※1）者増 補助金

に対する助成 ・期間の定めのない労働者 １人あたり 30万円
・週 30時間以上勤務する契約社員又はパート社員

※操業開始、本社機能移転又は拡 １人あたり 15万円
充から３年以内に新規地元雇用者
を３名以上雇用すること。 本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元
ただし、本社機能移転又は拡充 雇用者が５名以上の場合は、

においては、新たに地元雇用され ・期間の定めのない労働者 １人あたり 50万円
る者の中に、住民票の移動(県外 ・週 30時間以上勤務する契約社員又はパート社員
→県内)を伴う転勤者を含めるこ １人あたり 30万円
とができる。

※1 「新規地元雇用」とは、採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用

し、指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう。（奨励指定日以降新たに県外で雇用され、県内に移転
し、住民票を県内に移した者を含む。）

●クリエイティブ事業の例 ● SOHO事業の例
・Web制作、デジタルコンテンツ制作関連 各種インターネットサービスを活用した
・システム開発、プログラミング関連 ・マーケティング関連
・CG、ゲーム、ソフト制作関連 ・コンサルティング関連
・デザイン、写真、イラスト関連 ・教育関連
・音楽、アート関連 ・医療、福祉、健康関連

● DX事業の例 ● GX事業の例
DXに資する高度な技術を活用した GXに資する高度な技術を活用した
ソフトウェア、製品、サービスの研究開発 ソフトウェア、製品、サービスの研究開発
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外資系企業等誘致事業補助制度の概要

■対象事業、補助要件

事業の内容 補 助 要 件

事業所開設 １ 外資系企業等が本県に新設しようとする事業所であること

２ 職員が常駐し、事業活動を継続して５年以上行うこと

３ 事業所の開設に係る本県の他の補助金を受けていないこと

４ 本県の産業振興に資する事業活動を行うものであること

※ 外資系企業等

会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第２号に規定する外国会社又は外国為替
及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号）第 26条に規定する外国投資家が出資金額の３
分の１超を出資した会社をいう。

■支援の内容

補助対象経費 補 助 内 容 適用期間

各種事務機器及び 補助率：１／２ 操業開始から

通信回線使用料 限度額：1,000万円／年 ３年以内

事業所等不動産資産 補助率：１／２ 操業開始から

の賃借料 限度額：1,000万円／年 ３年以内

雇用者増に対する 補助金 操業開始から

助成 ・期間の定めのない従業員 ３年以内

１名につき 50万円
※雇用者 ・週 30時間以上勤務の契約社員又はパート社員
新規地元雇用者又 １名につき 30万円

は住民票の移動(県

外→県内)を伴う転

勤者

※新規地元雇用

採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに

雇用し、指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう。



新規立地から次期増設 販路拡大までを支援！さらに

オンリーワン支援体制

◆ ワンストップサービスによる支援

○ 事業内容
県内企業が開発した新商品等の販路開拓を支援するため、
県が率先して購入

○ 対象事業
公設試験研究機関との共同開発を行う企業、
サテライトオフィス進出企業、ＬＥＤ認証制度の認定企業など、
「新商品の開発」や「成長分野への進出」に取り組む
企業を支援

◆ 販路拡大支援（お試し発注制度）

● 立地前
工場用地確保、各種許認可、人材確保等について、

ワンストップサービスによるきめ細やかな支援体制を構築

・環境、都市計画、労働、農地、教育の担当者による一括相談

・県、市町村、関係機関の連携した支援

● 立地後
きめ細やかな「アフターフォロー」

・増設などの際の諸手続き、従業員の確保など

ワンストップサービス窓口

商工労働観光部
企業支援課

TEL 088-621-2155
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U・Ｉ・Jターンを促進し、人材確保・地域の活性化を図る

● 協定締結大学

龍谷大学 関西学院大学 立命館大学 京都女子大学 武庫川女子大学 関西大学
同志社大学 神戸学院大学 京都産業大学 近畿大学 岡山理科大学 日本大学
神戸女子大学

● 協定内容
・学生への県内企業の情報や各種イベント周知
・大学内における合同企業説明会の開催 ・保護者向け就職セミナーの開催
・県内企業のインターンシップの受入支援 ・その他、学生のＵターン就職支援

● 目的
産業界のニーズに応じた技術・技能を有する
「実践的な能力を備えた産業人材」を育成

● 協定団体
県､商工会議所連合会､商工会連合会､中小企業団体中央会、
経営者協会､信用保証協会､とくしま産業振興機構 等

● 協定内容
・教育訓練（講座、指導者、検定試験等）の充実、情報提供
・産業人材育成に関する連携事業の企画 等

産業人材育成支援協定

県外大学との就職支援協定

◆大学等と連携した人材育成・確保

◆ 「県立テクノスクール」での人材育成

「オーダーメイド型」
の在職者訓練

● 企業ニーズに応じた
訓練を実施

● 受講者１人から対応

◆とくしま経営塾「平成長久館」

産業人材の育成・確保

企業の“人財”育成を支援

● 主な研修・講座

経営者・管理者向け

ＢＣＰトップセミナー、事業承継セミナー

経営品質ステップアップ研修

担当者向け

知財活用セミナー、海外市場開拓セミナー

ＡＩビジネス入門セミナー

HPはこちら
● ＤＸ・ＧＸや健康経営、販路開拓など、

企業ニーズを反映した研修プログラムにより、

優れた企業内人材の育成を支援

● 年間を通じて、研修・セミナーを実施。

受講料無料、オンライン型、職層別などもあり、

様々なメニューから、効率的に受講できます
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○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

☆

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ☆

○

○ ☆　準過疎地域

○

○ ☆ホームページで最新情報がご覧いただけます

○ http://www.pref.tokushima.jp/promoting/
○

○

○ 徳島県商工労働観光部企業支援課

〒770-8570　徳島市万代町１丁目１番地

ＴＥＬ（088）621-2155　 ＦＡＸ（088）621-2853　

○ 徳島県東京本部

〒102-0093　東京都千代田区平河町２丁目６番３号都道府県会館１４階

ＴＥＬ（03） 5212-9022 ＦＡＸ（03） 5212-9023

○ 徳島県関西本部

〒542-0081  大阪市中央区南船場３丁目９番１０号

ＴＥＬ（06） 6251-3273 ＦＡＸ（06） 6251-3380

神 山 町

佐 那 河 内 村

旧 宍 喰 町

海
陽
町

旧 海 部 町

旧 海 南 町

旧 井 川 町

旧 三 野 町

旧 山 川 町

旧 美 郷 村

板 野 町

藍 住 町

つ
る
ぎ
町

上 板 町

松 茂 町

北 島 町

旧 三 加 茂 町

旧 半 田 町

石 井 町

東
み
よ
し
町

旧 一 宇 村

旧 貞 光 町

旧 三 好 町

美
波
町

旧 上 那 賀 町

市町村名

指定区分

那
賀
町

旧 由 岐 町

旧 日 和 佐 町

牟 岐 町

過疎地域

旧 木 沢 村

旧 相 生 町

旧 鷲 敷 町

旧 木 頭 村

過疎地域

勝 浦 町

上 勝 町

市町村名

指定区分

旧 山 城 町

旧 西 祖 谷 山 村

旧 穴 吹 町

旧 池 田 町

徳 島 市

三
好
市

阿
波
市

旧 脇 町

旧 美 馬 町

旧 市 場 町

旧 木 屋 平 村

鳴 門 市

小 松 島 市

旧 阿 南 市
阿
南
市

旧 東 祖 谷 山 村

吉
野
川
市

旧 阿 波 町

美
馬
市

旧 川 島 町

旧 那 賀 川 町

旧 羽 ノ 浦 町

旧 鴨 島 町

旧 吉 野 町

旧 土 成 町

開発指定地域一覧

- 20 -

http://www.pref.tokushima.jp/promoting/

